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市議会６月定例会の議案について 

 

【strong point/ここが言いたい！】 

 

１　会　　期　　　６月４日（水）午前１０時　開会 

　　　　　　　　　　　　　　　　  ～

６月２４日（火）　【２１日間】（案） 

 

２　場　　所　　　秩父市役所　４階　議場 

 

３　内　　容　　　地方自治法第１０２条第２項の規定により、秩父市議会６月定例会を令和７年

６月４日午前１０時、秩父市役所に招集します。 

本市議会定例会は、市当局からの付議する議案が、市道路線の認定、条例の一

部改正、令和７年度補正予算の計７件であり、また、一般質問の質問者は１３人

が予定されています。 

 

４　特記事項　　　（１）付議する事件　　　　　７件 

①市道路線の認定　　　　１件 

②条例の一部改正　　　　５件 

③補正予算　　　　　　　１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部総務課 

担当者：乾 

☎０４９４－２２－２２５１ 

FAX：０４９４－２３－１３６３ 



　会期の予定

区  分 月   日 曜日 議                           事

第１日 ６月４日 水

○開会
○会議録署名議員の指名
○会期の決定
○埼玉県及び全国市議会議長会からの表彰状の伝達
○諸報告
○市長提出議案の報告
○議案第４2号から議案第４８号まで一括上程、説明

第２日 ６月５日 木 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第３日 ６月６日 金 ○休会（議案調査・一般質問ヒアリング）

第４日 ６月７日 土 ○休会（土曜日）

第５日 ６月８日 日 ○休会（日曜日）

第６日 ６月９日 月
○請願・陳情
○議案に対する質疑
○議案の委員会付託

第７日 ６月１０日 火 ○総務委員会

第８日 ６月１１日 水 ○まちづくり委員会

第９日 ６月１２日 木 ○文教福祉委員会

第１０日 ６月１３日 金 ○委員会（予備日）

第１１日 ６月１４日 土 ○休会（土曜日）

第１２日 ６月１５日 日 ○休会（日曜日）

第１３日 ６月１６日 月 ○市政に対する一般質問

第１４日 ６月１７日 火 ○市政に対する一般質問

第１５日 ６月１８日 水 ○市政に対する一般質問

第１６日 ６月１９日 木 ○休会（事務整理）

第１７日 ６月２０日 金 ○休会（事務整理）

第１８日 ６月２１日 土 ○休会（土曜日）

第１９日 ６月２２日 日 ○休会（日曜日）

第２０日 ６月２３日 月 ○休会（事務整理）

第２１日 ６月２４日 火

○委員長報告　
○委員長報告に対する質疑　
○討論　　
○採決 　
○閉会

令和７年６月定例会会期日程（案）
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　自 令和７年６月４日
２１日間

　至 令和７年６月２４日



秩 父 市 議 会 ６ 月 定 例 会 （ 内 容 一 覧 ） 

 

会　　期　　６月４日（水）～６月２４日（火）予定 

議　　案　　市道路線の認定　１件　　条例の一部改正　５件　　補正予算　１件　　計　７件 

 

議案第４２号　　市道路線の認定について 

　　　　　　　　【荒川白久５４号線の認定】 

議案第４３号　　秩父市秩父宮記念市民会館条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　　【会議室の有効活用を図るための改正】 

議案第４４号　　秩父市一時保育事業に関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　　【市立日野田保育所の一時保育事業を実施するための改正】 

議案第４５号　　秩父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

　　　　　　　一部を改正する条例 

　　　　　　　　【国基準の一部改正に伴う所要の改正】 

議案第４６号　　秩父市立病院建設計画策定委員会条例の一部を改正する条例 

【建設計画策定委員会委員の新規追加に伴う所要の改正】 

議案第４７号　　秩父市土砂等の堆積の規制に関する条例の一部を改正する条例 

　　　　　　　　【宅地造成及び特定盛土等規制法等の一部改正に伴う所要の改正】 

議案第４８号　　令和７年度秩父市一般会計補正予算（第１回） 

　　　　　　　　【物価高騰対策事業等の補正措置】 

 


